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３月18日〜４月22日

「
行
政
不
服
審
査
制
度
の
見
直
し
に
係
る 

主
な
意
見
」等
を
総
務
省
行
政
管
理
局 

行
政
手
続
室
に
提
出

　

本
会
は
、
３
月
18
日
、
総
務
省
行
政
管
理
局
行
政

手
続
室
に
対
し
、「
行
政
不
服
審
査
制
度
の
見
直
し

に
係
る
主
な
意
見
」及
び「
行
政
不
服
審
査
制
度
の
見

直
し
に
係
る
調
査
結
果
」を
提
出
し
た
。

�

［
行
政
部
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森
会
長
が
藤
原
・
全
国
町
村
会
長
と
と
も
に
、 

復
興
庁
の
根
本
大
臣
、
長
島
大
臣
政
務
官
、 

中
島
事
務
次
官
と
面
談
し
、 

「
被
災
市
町
村
等
に
お
け
る
事
務
負
担
の 

軽
減
等
に
つ
い
て
」を
要
請

　

４
月
５
日
、
森
会
長
は
、
全
国
町
村
会
の
藤
原
会

長
と
と
も
に
、
復
興
庁
の
根
本
大
臣
、
長
島
大
臣
政

務
官
、
中
島
事
務
次
官
と
面

談
し
、
被
災
市
町
村
に
お
け

る
事
務
負
担
の
軽
減
等
に
つ

い
て
要
請
し
た
。

　

要
請
で
は
、
被
災
市
町
村

等
か
ら
手
続
き
の
緩
和
・
簡

素
化
等
の
提
案
の
あ
っ
た
事

務
を
、
①
災
害
復
旧
・
復
興

事
業
関
係
、
②
予
算
・
財
政
、

計
画
等
関
係
、
③
調
査
等
の

簡
素
化
、
④
被

災
者
支
援
関

係
、
⑤
原
子
力

災
害
・
除
染
・

廃
棄
物
関
係
、

⑥
人
的
支
援
体

制
の
整
備
の
分

野
ご
と
に
計
59

項
目
に
わ
た
っ

て
取
り
ま
と
め

て
お
り
、
被
災
市
町
村
に
負
担
と
な
っ
て
い
る
事
務

手
続
き
の
緩
和
・
簡
素
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
そ
の

実
現
を
求
め
て
い
る
。
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理
事
会
を
開
催

　

４
月
10
日
、
全
国
都
市
会
館
に
お
い
て
理
事
会
を

開
催
。

　

和
泉
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
か
ら
「
国
土
強
靭
化

及
び
地
域
活
性
化
な
ど
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
講
演

が
行
わ
れ
た
後
、
１
月
30
日
開
催
の
理
事
・
評
議
員

合
同
会
議
以
降

の
諸
会
議
の
開

催
状
況
等
に
つ

い
て
報
告
・
了

承
さ
れ
た
。
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企
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整
室
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Mayors'  Action Mayors'  ActionMayors'  Action Mayors'  Action

全国市長会の 動き

http://www.mayors.or.jp/
全国市長会ホームページURL

#1

新
第
３
次
一
括
法
案
の
閣
議
決
定
等
を
受
け
、

森
会
長
が
コ
メ
ン
ト
を
発
表

　

４
月
12
日
、「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高

め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
新
第
３
次
一
括
法
案
）」

が
閣
議
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
森
会
長
が
コ
メ

ン
ト
を
発
表
し
た
。

　

コ
メ
ン
ト
で
は
、
法
案
の
早
期
成
立
に
向
け
た
積

極
的
な
審
議
を
求
め
る
と
と
も
に
、
地
方
分
権
改
革

担
当
大
臣
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
地
方
分
権
改
革
有

識
者
会
議
に
お
い
て
、
真
の
分
権
型
社
会
の
構
築
に

向
け
た
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
を
強
く
要
請
し
た
。
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教
育
再
生
実
行
会
議
第
二
次
提
言
に
対
し
、 

地
方
六
団
体
が
意
見
書
を
提
出

　

４
月
19
日
、
教
育
再
生
実
行
会
議
が
４
月
15
日
に

取
り
ま
と
め
た
「
教
育
委
員
会
制
度
等
の
在
り
方
に

つ
い
て（
第
二
次
提
言
）」に
対
し
、
森
会
長
ほ
か
地
方

六
団
体
会
長
は
、
文
部
科
学
省
、
内
閣
府
及
び
総
務

省
に
対
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
。

　

意
見
書
で
は
、
①
教
育
長
を
地
方
公
共
団
体
の
教

育
行
政
の
責
任
者
と
し
、
首
長
は
教
育
長
の
任
命
・

罷
免
権
の
み
を
有
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
首
長

に
よ
る
教
育
長
の
任
命
・
罷
免
権
と
指
揮
監
督
権
は

一
体
の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
②
こ

れ
ま
で
地
方
は
、
教
育
委
員
会
の
必
置
規
制
を
緩
和

す
る
こ
と
を
求
め
て
き
た
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た

選
択
制
を
含
め
、
重
ね
て
、
首
長
と
教
育
長
の
関
係

に
つ
い
て
、
幅
広
く
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、

③
国
の
指
示
権
を
「
教
育
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ

れ
る
場
合
」等
に
ま
で
拡
大
す
る
と
し
て
い
る
が
、
自

治
事
務
に
対
す
る
国
の
関
与
は
限
定
的
で
あ
る
べ
き

と
い
う
地
方
自
治
法
の
立
法
原
則
が
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
方
分
権
の
観
点
か
ら
、
地
方

の
教
育
行
政
に
対
す
る
国
の
関
与
の
在
り
方
に
つ
い

て
、
改
め
て
議
論
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
④
こ
れ
ら

の
地
方
の
意
見
を
十
分
踏
ま
え
て
改
革
を
進
め
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
等
と
し
て
い
る
。
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森
会
長
が
、
山
田
・
全
国
知
事
会
長
、 

藤
原
・
全
国
町
村
会
長
と
と
も
に
、 

「
地
方
公
務
員
給
与
に
つ
い
て
の
要
請
」 

に
よ
り
新
藤
・
総
務
大
臣
に
要
請

　

４
月
22
日
、
森
会
長
は
、
山
田
・
全
国
知
事
会
長
、

藤
原
・
全
国
町
村
会
長
と
と
も
に
、
新
藤
総
務
大
臣

に
面
会
し
、「
地
方
公
務
員
給
与
に
つ
い
て
の
要
請
」

に
よ
り
要
請
を
行
っ
た
。

　

要
請
で
は
、
①
地
方
の
こ
れ
ま
で
の
人
件
費
抑
制

の
努
力
を
考
慮
せ
ず
、
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
の
単
年

の
比
較
の
み
に
基
づ
き
、
本
来
、
条
例
に
よ
り
自
主

的
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
給
与
に
つ
い
て
引
下
げ
要
請

が
行
わ
れ
た
こ

と
は
、
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
こ

と
、
②
「
国
と

地
方
の
協
議
の

場
」
を
一
度
し

か
開
催
せ
ず
、

地
方
側
と
協
議

を
尽
く
さ
な
い

ま
ま
こ
の
よ
う

な
措
置
を
国
が

決
定
し
た
こ
と

は
、
過
去
に
例
を
見
な
い
異
例
な
対
応
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
③
今
回
の
措
置

が
東
日
本
大
震
災
を
受
け
た
例
外
的
・
時
限
的
な
措

置
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
務

員
の
給
与
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
検
討
の

場
を
設
け
地
方
六
団
体
と
十
分
協
議
を
行
う
こ
と
を

申
し
入
れ
た
。

　

な
お
、
新
藤
総
務
大
臣
か
ら
は
、
①
今
回
の
措
置

は
、
平
成
25
年
度
に
限
っ
て
臨
時
異
例
に
、
国
家
公

務
員
の
給
与
減
額
支
給
措
置
に
準
じ
た
必
要
な
措
置

を
お
願
い
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ご
理
解
い
た
だ

き
た
い
、
②
地
方
公
務
員
給
与
の
今
後
の
あ
り
方
に

つ
い
て
は
、
総
務
省
と
地
方
側
と
で
検
討
す
る
場
を

設
け
、
地
方
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
検
討
す
る
等

の
発
言
が
あ
っ
た
。
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復興庁の根本大臣（右から２人目）並びに長島政務官（一番右）
に要請書を提出する森会長と藤原・全国町村会長（一番左）

新藤総務大臣に要請する地方三団体会長
復興庁の中島事務次官（一番右）に要請書を提出する森
会長と藤原・全国町村会長

講演を行う和泉内閣総理大臣補
佐官
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